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2025 年度民法第１問・解答例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ ＣはＤに対して、所有権に基づく妨害排除請求として、甲地について
行われた抵当権設定登記の抹消を請求する。 

  Ｃは甲地の所有者であり、甲地には抵当権設定登記が具備されている
から、上記請求は認められ得る。 

２ Ｄは、甲地の抵当権設定登記は、本件抵当権設定契約に基づくもので
あるとする登記保持権原の抗弁を主張すると考えられる。もっとも、Ａ
Ｄ間で締結されている本件抵当権設定契約は、ＡがＣの代理人として行
っているものの、本人たるＣはＡに本件抵当権設定契約についての代理
権を授与していないため、無権代理行為としてＣに効果が帰属しない
（民法（以下、法令名省略）１１３条１項）。 

３ そこで、Ｄは、本件抵当権設定契約は１０９条１項の表見代理により
有効であると主張する。 

  １０９条１項は、特定の者に代理権を与えた旨を表示した本人の帰責
性に着目するものであるから、「第三者に対して他人に代理権を与えた
旨を表示した」（同条１項本文）か否かは、本人において当該内容の表
示行為をなすべき意思の存する限度内にあるか否かで考えるべきであ
る。 

  本件重要書類と本件委任状は、抵当権設定登記手続に要するものであ
り、これを交付された者からさらに第三者に送付され、転々流通するこ
とを常態とするものではない。もっとも、これらの書類はＢに交付する
ためにまずＣからＡに交付され、そのＡが空白となっていた本件委任状
の受任者欄にＡ自身の名前を書き入れ、Ｄに呈示して本件抵当権設定契

約を締結している。本件委任状は受任者欄が空欄であったため、濫用さ
れる余地はあり得た上、上記濫用行為を行うＡを本件委任状の交付の相
手方として選んだのはＣであるから、Ｃ自身がＡの本件委任状の濫用行
為から生じた結果を引き受けるべきである。本件委任状の委任事項は甲
地の抵当権設定契約及び抵当権設定登記に関する一切の件となっている
ため、Ｃの全くの想定外の法的責任を負わされるということはなく、予
測の範疇にあるといっても過言ではない。よって、Ｃは「第三者に対し
て他人に代理権を与えた旨を表示した」といえる。 

  本件抵当権設定契約締結当時、ＤはＡに代理権があると信じており、
そのことについて過失はなかったのであるから、「第三者が、その他人
が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかっ
たとき」（同条１項ただし書）に当たらない。 

  したがって、１０９条１項の表見代理が成立し、本件抵当権設定契約
は有効である。 

４ 以上より、Ｄの抵当権設定登記保持権原の抗弁が認められるから、Ｃ
の上記請求は認められない。 
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